
平成24年2月24日

職 員各位
』

最高裁判所事務総局人事局能率課

、 インターネットを利用する際の服務規律の遵守について

昨今，掲示板，ブログなどのインターネット上のサービスを利用した個人によ･る

情報発信が広がってきている中，掲示板上に個人情報が掲載され不特定多数人が閲

覧できる状態になっていたという事例や, ‘公務員が職務上知り得た秘密に当たる可

能性のある情報が発信されていたという事例など，インターネットの不適切な利用

に関する報道もされているところです。

裁判所職員がインターネット上のサービスを利用して職場や職務に関わる情報を

発信する場合，その内容によっては国家公務員法上の守秘義務に抵触する可能性が

あるほか，守秘義務に抵触しない場合でも，事件関係者を侮辱したり誹誇中傷した

りするような内容が含まれていれば，同法上禁止されている信用失墜行為に該当す

ることもあります。

ついては，裁判所職員として法規を遵守することについて重い職責を負っている

ことを改めて認識し，国民からの信頼が損なわれることのないように，イ･ンターネ

ットの利用に際してば， より一層の注意を心掛けてく・ださい。

○

○

タ
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平成2．5年7月19日

職 員各位

最高裁判所事務総局人事局能率課

インターネットを利用する際の服務規律の遵守について

この度，総務省から，他の行政府省におけるインターネットの不適切な利用を踏

まえて，別添の「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」

（以下「留意点」 という。 ）が示されました。

裁判所においては，平成24年2月24日付けで当課から「インターネットを利

用する際の服務規律の遵守について」と題する書面を発出し，インターネット上の

サービスを利用して情報を発信するに際しては， より一層の注意を心掛けるよう，

お知らせしたところです。

裁判所職員が,来庁者や事件関係者等を侮辱又は誹誇中傷するなどした場合には，

国家公務員法上禁止されている信用失墜行為に該当する可能性があり，また，職場

や職務に関する情報を発信した場合には，その内容によって同法上の守秘義務に抵

触する可能性もあります。

ついては，裁判所職員としての重い職責を改めて自覚し，国民からの信頼を損ね

ることのないよう，インターネットの利用に際し，留意点に記載されている事項を

参考にして，服務規律の遵守に努めてください。

○

○
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動総務省
IvilC蝿撫:醐鯉野輯”und!云・‘｡,･･･100｡『｡,絲三帝

国家公務員のソーシャルメディア
の私的利用に当たっての留意点

総務省人事。恩給局

平成25年6月
○

樹;．.･ｳ鳥泌。 ：. ． 、P･ =､､■ ｡ ●

識鯉

1．はじめに
写 画■ー

II 目的ー~‐ ー二 ．』

○本来、ソーシャルメディアの私的利用は、個人の自覚と寅任において、自由に行

うべきものであることは言うまでもありませんが、ソーシャルメディアに関する

重大な問題事例が発生した事態に鑑み、以下に記載するソーシャルメディアの特

性を踏まえて、ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点をよく理解し
墨一

て利用するよう注意を促すものです。

○

万五iさ■
‐ー■一シャル〆読 一

＝■ー .＝～ . ．＝一二 一一.■

○「ソーシャルメディア」とは、ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス、

動画共有サイトなど利用者が情報を発信し、形成していくメディアをいいます。

利用者同士のつながりを促進する様々なしかけが用意されており、互いの関係を

鶏層
視覚的に把握できるのが特徴であるとされています。

－
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2ソーシャルメディアの特性(その1）
一一一

一ﾏ 五一ざテーー冒 写● 二
’＝ーー▽■一ー 呂弓ロー－ーー■画 ,で－◆ .ー = ■一

'○発言の一部分が切り取られる等により、本人

の意図しない形で伝播するおそれがあること。

○手軽かつ即時に発信できるという強みがある

反面、熟考することなく発信してしまう利用

者が多いこと。

○匿名での発信や氏名又は所属する組織の一部

を明らかにせすに行う発信であっても、過去

の発信等から発信者又はその所属する組織の

特定がなされるおそれがあることや、国家公

務員としての発信とみられる場合には、組織

や職員の評判に関わるおそれがあること。

○一旦発信を行うと、インターネットその他の

情報通信ネットワークを通じて急速に拡散し

・てしまい、当該発信やアカウントを削除して

も第三者によって保存され､半永久的に拡散

され続けるおそれがあること。

○様々な属性や価値観、意見を有する者が利用

する公共的な空間であること。特定の閲覧者

の間での発信であったとしても、閲覧者が内

容を転載し、更に第三者が引用する等により

拡散されるおそれがあること。

』

○

。

2．ソーシャルメディアの特性(その2）
－

－ー~＝一 陣一

○発信の一つ一つは断片的な情報を内容とする

ものであっても、複数の断片的な情報を組み

合わせ、又は他の情報と照らし合わせること

により､特定の内容を有する情報として理解，

されるおそれがあること。また、－つ一つの

発信の内容には特段の問題がない場合であっ

ても、全体として不適切な内容と取られるお

それがあること。

○人間関係をインターネット上に可視化するサ

ービスであるため、匿名で利用するインター

ネット上のサービスと比較して、人間関原に

まつわるトラブルが生じやすいこと。

○継続的なつながりのある者同士でメッセージ

を交換する場合には、軽率に不適切な内容を’

発信しだり、他の者の発信の内容について自

らその真偽を確認せずに拡散させたりしてし

まいがちであること。

○
】

1

93



S.ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(1)国家公務員として特に留意す答き事褒-－－ 一一一

○所属又は氏名の一部又は全部を明らかにして

発信する場合においては、その発信が自らが

所属する組織の見解を示すものでない旨を自

己紹介欄等であらかじめ断ることが必要であ

ること。

また、その旨を断ったとしてもなおその発

信が当該組織の見解であるかのように誤解さ

れ《一人歩きするおそれがあることから、発

信の内容が個人の見解に基づくものである場

合には、その旨が明確に分かるような記述を

心がけること。さらに、職務に関連する内容

については、発信の可否も宮め、慎重に取り

扱うこと。

ること。 、

｡特に、国家公務員法に規定する嘗秘義務、 ､信

用失墜行為の禁止や政治的行為の制限に違反

する発信を行わないこと。蔵お、次に掲げる

発信は、信用失墜行為に該当する場合がある

こと。

‐･職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそ

れの内容のある発信

･他人や組織を誹膀中際する内容や他人に不快又は

嫌悪の念を起こさせるような発信

‘公序良俗に反する内容の発信、他人の権利利益を

侵害するおそれがある内容の発信及び社会規範に

‐反する発信陸別的発言等）

･職務専念義務が課せられていることに鑑み、

出張中の移動時間や超過勤務時間をきめ、勤
務時間中の発信は行わないこと。

○

○業務上支給されている端末を用いて発信を行

わないこと。

S.ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(2)その他一般的に留意すべき事項一(2)その他

吃澪蓉壱京寸動に反する情報等 ’
2 ･ 凸 q -

亙溌論 ’

○利用するソーシヤ利用するｿｰｼｬﾙメディアの規約､仕組み､ ’○事実に反する情報や単なる噂の拡散への加担
I

設定等を事前に十分に確認しておくこと。 ｜ は、慎むこと。
○

○事実であるかどうかの裏づけを得ていない情

報に基づく発信や不確かな内容の発信を慎む

とともに、発信する場合にはその旨を明らか

にすること。

○ソーシャルメディアの特性を踏まえ、発信し

ようとする場合には、その内容を事前に改め

て確認すること。

衝突を招きやすく、細心○思想信条や宗教等、

のある事柄を話題とする湯

な発信を心がけること。

の注意を払う必要

合には、特に慎重

①轤Q他人の個人情報、肖像、プライバシー等に関

わる内容の発信に当たっては、関係者の同意

をあらかじめ得ておく等必要な措置をあらか

じめ講じておくこと。それができない場合に

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
６
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１発信を慎むこと。は、
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3.ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(2)その他一般的に留意すべき事項

ー

羅珊W詞
○誹膀中傷、不当な批判その他

念を起こさせるような発信を

|④妄全管理措置’
○自己又は他人のプライバシーに閏する情報を

意に反して公開してしまわないよう、ソー

シャルメディアの設定を十分に確認すること。

不快又は嫌悪の

受けた場合で

いよう心がけるあっても、感情的に対応しな

こと。また、内容によっては、ソーシャルメ
q

ディア上で引き続き取り扱うことが望ましく ○面識のない者からソーシャルメディア上の交

流（「友鬮関係の形成等)の申し出を受け

た場合には、安易に受諾しないことb自己の

情報の開示対象者を一定の範囲の者（「友

達」のみ等）に限定している場合であっても、

当該申出に応ずることにより情報が漏えいす

る危険性が高まることに留意すること。

控えるべき場合

ヤルメデイア上

ない場合や、返答そのものを

もあることを踏まえ、ソーシ

での応答にこだわらないこと。

快又は嫌悪の念

他の不適切な発

合には、当該発

○事実に反する発信、他人に不

を起こさせるような発信その

信を行ったことを自覚した場
○

蟹
１、

つ
り

霊信を削除するに留まることなく、訂正やお詫

がけること。ま

談すること。

ぴを行うなど誠実な対応を心

だ、事案に応じて上司等に相

3.ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(2)その他一般的に留意すべき事項 －

IIII画蒋定のｱ刑ケーシ ヨンの動作…雪
○アカウントが乗っ取られること等がないよう、

ログイン名及びパスワードの管遅を適切に行

うこと。

プ○ソーシャルメディア上のアプリケーションの

中には自動的に発信を行う機能を有するもの

があることに鑑み《その利用の際にはその動

作等に注意すること。

○

○発信を行う際に発言、画像等に位置情報を自

動的に付与する機能を有するサービスが多数

あるため、当該サービスを利用する場合には、

当該位置情報を他人に知られることの影響に

ついて留意するとともに、必要に応じて当該

○ソーシャルボタン（「いいね」ボタン等）に

ついては、これを押下することにより意図せ

ぬ発信を行ってしまう場合があることに鑑み、

その挙動等に注意すること。

機能の停止等の対応を行うこ
■■■一再一一一一一一一一函一一一一戸一一一一ー－ー■■ウーーーーーー可

|※本資料の作成に当たっては、中崎 ｜

|尚弁護士(ｱﾝダｰｿﾝ｡毛利"友常｜
|法律事務所）及び板倉陽一郎弁護士I

| (ひかり総合法律事務所)に御協力い｜
'ただきました。
－－1口､－－．－－－ロロローーーー.ﾛ.－－－一一－－－－一･･画･･-－－－．－．－1

○通信端末､パソコン等のウィルス対策を怠ら

ないこと｡特にスマートフォンではアプリ
ケーションを装ったウ･イルスに注意すること。
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0

最高裁人能第535号

（人い－12）

平成29年7月3日

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

○

崎幸彦今最高裁判所事務総長

裁判所職員の旧姓使用について（通達）

裁判所職員（以下「職員jという。 ）が，戸籍上の氏

を改めた後も，改姓前の戸籍姓（以下「旧姓」 という。 ）

下記のとおり定めましたから， これによってください。

記

1 対象

○
）(以下『戸籍姓｣．という。

を使用することについて，

旧姓使用の対象は，別紙に掲げる文書等（給与の支給及び共済組合の事務に関

する文書を除く。以下『対象文書等」 という。 ） とする。

2 申出手続等

（1）職員が対象文書等に旧姓を使用しようと･する場合には，あらかじめ別紙様式
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第1により作成した旧姓使用申出書（以下「申出書」 という。 ）を当該職員が

所属する裁判所の長（最高裁判所に勤務する職員については，別に定める者，

簡易裁判所又は検察審査会に勤務する職員については，その所在地を管轄する

地方裁判所の長。以下「所属庁の長」という。 ）.に提出して申し出る。

（2） 申出書には，戸籍姓及び使用する旧姓を証する書面（以下「証明資料」 とい

う。 ）を添付しなければな･らない。ただし，改姓前に申出をする場合, ､戸籍の

作成に一定の時間を要する場合その他の申出時に証明資料を提出できない相当

の理由がある場合には，後日これを提出することができる。

． (3)所属庁の長は， (2)の定めにかかわらず，人事記録等により当該申出を行った

職員の戸籍姓及び使用する旧姓を確認できるときは，証明資料の提出を省略さ

せることができる。

（4）所属庁の長は， (1)の定めによる申出を受けたときは，証明資料又は人事記録

等により，当該申出を行った職員の戸籍姓及び使用する旧姓を確認し， 当該職

員に対し）別紙様式第2により作成した旧姓使用通知書（以下『通知書」とい

う。 ）により旧姓使用を開始する旨を通知する。ただし， (2)ただし書に定める

場合には，所属庁の長は， 当該職員に対し，通知書により旧姓使用を開始する

旨を通知し，その後に提出された証明資料により戸籍姓及び使用する旧姓を確

認する。 ，

（5）旧姓は，通知書に記載された使用開始日から使用する。

（6） 旧姓を使用する職員は，対象文書等の全てについて， 旧姓を使用する。

3 中止手続

職員が旧姓使用を中止しようとする場合には，あらかじめ別紙様式第3により

作成した旧姓使用中止届（以下「中止届」 という。 ）により，所属庁の長に届け

出るものとし，中止届に記載された使用中止希望日から旧姓を使用しない｡

4所属庁の長の管理

所属庁の長は，対象文書等に表れた者，対象文書等の作成者等が職員本人とそ

○

○
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f

れぞれ同一であることを明確にするため，最高裁判所事務総局人事局長が定める

方法により， 旧姓を使用する職員の戸籍姓及び使用する旧姓を管理する。

5その他

この通達に定めるもののほか， この通達の実施に関し必要な事項は，最高裁判

所事務総局人事局長が定める。

付記

1 この通達は，平成29年9月1日から実施する。

2 この通達の実施前に行われた旧姓使用の申出又は旧姓使用を開始する旨の通知

は，当該戸籍姓及び使用する旧姓が証明資料又は人事記録等で確認されたものには，当該戸籍姓及び使用するl日妊か証明資料Xほ人畢冒巳嫁寺で確謡i
○

限り， この通達の記2の定めにより行われた申出又は通知とみなす。

○

ヂ
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(別紙)‘

1職場における呼称

2職員の配置に関する文書

3職員録（各裁判所で作成しているもの）

4原稿執筆

5協議会に関する文書(職員以外の者が参加する協議会に関するものを除く。 ）

6決裁票，供覧票，回覧票

7． 司法行政上の連絡文書

8図書の受入及び貸出に関する文書

9職員を対象とする試験及び選考に関する文書

10 ，人事異動通知書（裁判官に関するものを除く。 ）

11裁判官第二カード，裁判官第三カード

12身上報告書

13辞職願（裁判官の退官願を除く。 ）

14 出勤簿（登庁簿を含む。 ）

15 人事評価に関する文書

16研修及び研究会に関する文書（裁判所以外の機関が実施する研修及び研究会

に関する.ものを除く。 ）

17外国旅行又は海外渡航の申請承認及び通知に関する文書

18兼職又は兼業の申請，承認，許可及び通知に関する文書

19勤務時間，休日及び休暇並びにその他の職務専念義務免除の申請，承認及び

通知に関する文書

20育児休業， 自己啓発等休業及び配偶者同行休業の申請，承認及び通知に関す

る文書 ‘

21 表彰に関する文書 ．

22職員に対する注意書

○

○
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『

23職員に対する分限処分及び懲戒処分に関する文書

24旅費支給事務に関する文書

2.5裁判事務の分配，裁判官の配置及び裁判官に差し支えのあるときの代理順序

を定めた文書

26裁判関係文書

旧姓使用中止届27

○

0

0

○

9
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(別紙様式第1）

年 月 日

旧姓使用申出書

○○○○裁判所長殿

属
職
名

所
官
氏

○

印

下記のとおり旧姓を使用したいので， 申し出ます。

記合

1 使用する旧姓

）(改姓後の戸籍上の氏※

2改姓年月日

○ 1．

3改姓事由

4 旧姓の使用開始希望日
'

（担当者使用欄）

年 月 日証明資料等により確認済印

※ 「改姓後の戸籍上の氏」欄には，改姓前に申出をする場合にのみ記載する。
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(別紙様式第2）

年 月 日

○○○○殿1

『

○○○○裁判所長○○○○

l
I

l
l

l

l
l

l
l

l

J
l
l
l
0

． 通 知

○○月○○日付け旧姓使用申出書に基づき，下記のとおり旧姓使用を開始するの○

で，お知らせします。

記

使用する旧姓1

旧姓の使用開始日2

○
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．(別紙様式第3）

年 月 日

旧姓使用中止届

Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

○○○○裁判所長殿

所
官
氏

属
職
名

○

印

下記のとおり旧姓の使用を中止したいので，届け出ます。

1

I
l
l
l
I

I

記

1 中止する旧姓

2戸籍上の氏

○ 3 旧姓の使用中止希望日

I

6

1

4
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最高裁人能第638号

（人い－12）

平成29年7月13日

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
・
殿
殿

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

､最高裁判所首席調査官

最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所事務総局局課長

司・法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

○

眞哉最高裁判所事務総局人事局長堀 田

裁判所職員の旧姓使用の運用について（通達）
（
Ｕ

裁判所職員のうち常勤職員及び業務代替職員（以下「職員」 という。 ）の旧姓使

用については，平成29年7月3日付け最高裁人能第535号事務総長通達「裁判

所職員の旧姓使用について」 （以下「基本通達」 という。 ）の定めるところによる

ほか，下記によってくださ･い。

記

1 申出手続等

（1）職員は， 旧姓使用を開始する場合又は中止する場合には，本務庁の長に対し，

旧姓使用申出書又は旧姓使用中止届（以下「申出書等」 という。 ）を提出して

申し出る。
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』

（2）基本通達に定める「証明資料」は，戸籍謄本又は抄本，住民票の写し,､戸籍

の届出の受理証明書その他の公的機関が発行した書面とする。

(3)基本通達及びこの通達に定める「人事記録等」には，裁判官の履歴書を含む。

2所属庁の長の管理

（1）所属庁（本務庁のほか，併任，兼務，職務代行，てん補等により勤務する庁

を含む。以下同じ。 ）の長は，次に掲げる事由が生じたときは，あらかじめ備

え置いた別紙様式に定める旧姓使用者台帳に登載し，管理するものとする。

ア所属する職員が旧姓使用を開始したとき。

イ旧姓を使用している職員が新たに所属することとなったとき。

（2）所属庁の長は，次に掲げる事由が生じたときは， 旧姓使用者台帳に所要事項

を記載する。

ア旧姓使用者台帳に登載されている職員が旧姓使用を中止したとき。

イ旧姓使用者台帳に登載されている職員が当該裁判所に所属しなくなったと

・ き。

ウその他記載することが相当な事情が生じたとき。

3 申出書等の提出に伴う裁判所間の通知等

（1）本務庁の長は，職員から提出された申出書等を受理した場合において， 当該

職員が本務庁以外の裁判所にも所属しているときは，当該所属庁の長に対し，

速やかに，当該職員の申出の内容及び旧姓使用の開始又は中止の日を適宜の方

法で通知する。

（2）本務庁の長は，裁判官から提出された申出書等を受理した場合には，最高裁

‘ 判所事務総局人事局長宛てに，速やかに， 当該申出の内容及び旧姓使用の開始

又は中止の日を適宜の方法で報告するとともに，旧姓使用申出書及び旧姓使用

通知書の写し又は旧姓使用中止届を送付する。

(3)本務庁の長は,裁判官以外の職員から提出された申出書等を受理した場合に

おいて， 当該職員の本務官職の任命権者又は併任官職の任命権者が本務庁の長

○

○
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と異なるときは，当該職員の任命権者に対し，速やかに， 当該職員の申出の内

容及び旧姓使用の開始又は中止の日を適宜の方法で通知する。

4 旧姓を使用している職員の異動等に伴う裁判所間の通知

（1）本務庁の長は， 旧姓を使用している職員が本務庁以外の裁判所にも所属する

． こととなった場合には， 当該所属庁の長に対し，あらかじめ， 当該職員の申出

の内容及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。 ”

（2） 旧姓を使用している職員が本務庁の長を異にして異動する場合には，異動前

の本務庁の長は，異動後の本務庁の長に対し，あらかじめ，当該職員の申出の

内容及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。

なお， 当該職員が異動後の本務庁以外の裁判所にも所属するときは，異動後

の本務庁の長は， 当該所属庁の長に対し，同様に通知する｡．

（3） 旧姓を使用している裁判官以外の職員が，本務官職の任命権者又は併任官職

の任命権者を異にして異動する場合には，異動前の本務庁の長は，異動後の本

務官職の任命権者又は併任官職の任命権者に対し，あらかじめ， 当該職員の申

出の内容及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。

5 旧姓使用の申出等に伴う人事記録等の記載等

（1） 旧姓使用が開始され，又は中止された場合には，人事記録等に旧姓使用の開

始又は中止の年月日及び使用に係る旧姓を記載する。

(2)裁判官以外の職員については， 旧姓使用申出書， ｜日姓使用通知書の写し及び

旧姓使用中止届を人事記録の付属書類として保管する。

付記

この通達は，平成29年9月1日から実施する。

○

○
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最高裁人能第639号

（人い－12）

平成29年7月13日

高等裁判所長官

地方裁判． 所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所大法廷首席書記官

,最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

殿
殿
・
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

○

眞哉最高裁判所事務総局人事局長 堀 田

非常勤職員の旧姓使用の運用について（通達）

裁判所職員のうち非常勤職員(業務代替職員を除く。 ）裁判所職員のうち非常勤職員（業務代替職員を除く。 ）○ の旧姓使用については，

平成29年7月3日付け最高裁人能第535号事務総長通達｢裁判所職員の旧姓使

用について」 （以下｢基本通達」という。 ）の定めるところによるほか，下記によ

ってください。

記

第1 調停委員等

1 申出手続等

（1）別紙に掲げる非常勤職員（以下「調停委員等」 という。 ）は， 旧姓使用を

開始する場合又は中止する場合には，所属庁（本務庁のほか，併任，兼務，
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職務代行，てん補等により勤務する庁を含む。以下同じ。 ）の長に対し， 旧

姓使用申出書又は旧姓使用中止届（以下「申出書等」 という。 ）を提出する。

ただし，複数の裁判所に所属する調停委員等（異なる職種で複数の裁判所に

所属する者を含む。 ）は，いずれかの所属庁の長に申出書等を提出すること

ができる。

（2）基本通達に定める「証明資料」は,戸籍謄本又は抄本，住民票の写し，戸

籍の届出の受理証明書その他の公的機関が発行した書面とする。

（3）基本通達及びこの通達に定める「人事記録等」には，調停委員人事カード

その他のこれに準じる任命関係の記録を含む。 ,

（4）調停委員等のうち，司法委員，参与員，鑑定委員，精神保健審判員及び精

神保健参与員について，それぞれ司法委員となるべき者，参与員となるべき

者,鑑定委員となるべき者，精神保健審判員として任命すべき者及び精神保

健参与員として指定すべき者である期間は，基本通達及びこの通達の適用に

おいては，非常勤職員とみなす。

2所属庁の長の管理

（1）所属庁の長は,.次に掲げる事由ｶﾐ生じたときは，あらかじめ備え置いた別

紙様式に定める旧姓使用者台帳に登載し，管理するものとする。

ア所属する調停委員等が旧姓使用を開始したとき。

イ旧姓を使用している調停委員等が新たに所属することとなったとき。

（2）所属庁の長は，次に掲げる事由が生じたときは， ｜日姓使用者台帳に所要事

項を記載する。

ア旧姓使用者台帳に登載されている調停委員等が旧姓使用を中止したとき。

イ旧姓使用者台帳に登載されている調停委員等が当該裁判所に所属しなく

、 なったとき。

ウその他記載することが相当な事情が生じたとき。

3 申出書等の提出に伴う裁判所間の通知等

○

○

8

~●
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（1）調停委員等から提出された申出書等を受理した場合において，当該調停委

員等が他の裁判所にも所属しているときは， 申出書等を受理した所属庁の長

は，当該調停委員等が所属する他の所属庁の長に対し，速やかに， 当該調停

委員等の申出の内容及び旧姓使用の開始又は中止の日を適宜の方法で通知す

る。

（2）所属庁の長は，民事調停官又は家事調停官から提出された申出書等を受理

した場合には，最高裁判所事務総局人事局長宛てに，速やかに，当該申出の

内容及び旧姓使用の開始又は中止の日を適宜の方法で報告するとともに， 旧

姓使用申出書及び旧姓使用通知書の写し又は旧姓使用中止届を送付する。

4 旧姓を使用している調停委員等の異動等に伴う裁判所間の通知

（1）本務庁の長は， 旧姓を使用している調停委員等が本務庁以外の裁判所にも

所属することとなった場合（異なる職種で所属することとなった場合を含む。

）には， 当該所属庁の長に対し，あらかじめ， 当該調停委員等の申出の内容

及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。

.(2) 旧姓を使用している調停委員等が本務庁の長を異にして所属を変更する場

合には，変更前の本務庁の長は,変更後の本務庁の長に対し，あらかじめ，

当該調停委員等の申出の内容及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。

なお,.当該調停委員等が変更後の本務庁以外の裁判所にも所属するときは，

変更後の本務庁の長は，当該所属庁の長に対し，同様に通知する。

5 旧姓使用の申出等に伴う人事記録等の記載等

（1） 旧姓使用が開始され，又は中止された場合には，人事記録等がある調停委

員等については，当該人事記録等に旧姓使用の開始又は中止の年月日及び使

用に係る旧姓を記載する。

（2） ．人事記録等がある調停委員等については， 旧姓使用申出書，旧姓使用通知

書の写し及び旧姓使用中止届を人事記録等の付属書類どして保管する。

2裁判員及び補充裁判員

0

○

●

○

第2
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1 ．申出手続等

（1）裁判員及び補充裁判員（以下「裁判員等」 という。 ）は，裁判員の参加す

る刑事裁判に関する法律（平成16年法律第63号）第39条第2項に規定

する宣誓の後に， 旧姓使用の申出をすることができるものとする。 ．

(2) ･裁判員等は， 旧姓使用を開始する場合又は中止する場合には，当該裁判員

等が所属する地方裁判所の長（以下［地方裁判所の長」 という。 ）に対し，

申出書等を提出する。

（3）地方裁判所の長は， 旧姓使用の申出をした裁判員等の使用する旧姓が本人

の旧姓であることに相違ないことを適宜の方法で確認し，当該裁判員等に対

し， 旧姓を使用することができる旨を適宜の方法で通知する。 ．

（4） 旧姓使用の申出をした裁判員等は， (3)の定めによる通知を受けた日又は旧

姓使用申出書に記載された使用開始希望日のいずれか遅い日から， 旧姓を使

用することができるものとする．

2その他

基本通達記2の(2)から(5)まで及び記4の定めは，裁判員等には適用しない。

3． その他の非常勤職員

調停委員等及び裁判員等以外の非常勤職員が旧姓を使用する場合に必要な事

項は，別に定めるところによる。

付記

この通達は，平成29年9月1日から実施する。

○

第3．

○
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（別紙）

1 民事調停官及び家事調停官

2専門委員
。 $

3労働審判員

4司法委員

5参与員

6民事調停委員及び家事調停委員

0 0

0

7鑑定委員

8 ．精神保健審判員

9精神保健参与員

10非常勤医師

○

､非常勤看護師11

○

0
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下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申.合せ

（平成12年6月15日高等裁判所長官申合せ）

裁判官の倫理については， これまで，永年にわたる努力の積み重ねにより高い

職業倫理が保持されてきたと．ころであるが， この度，国家公務員倫理法が施行さ

れたことにかんがみ，裁判官は,事件当事者等との関係において，同法， これに
8

基づく政令及び最高裁判所規則の定める倫理規範を尊重するものとすること。

○

〆

Ｕ
、〆
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｢下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申合せ」 （平成12年6月15

日高等裁判所長官申合せ）の説明

近時国家公務員による不祥事が相次いだことに対し，国民から厳しい批判がな

され，国家公務員全体に対して厳正な服務規律の保持が求められるようになった

ため,平成12年4月から国家公務員倫理法(以下｢倫理法」という。 ） ， これ

に基づく国家公務員倫理規程（以下「倫理規程」という。 ）及び裁判所職員の倫

理の保持を図るため必要な事項を定めた裁判所職員倫理規則(以下｢倫理規則

という。 ）が施行された。

裁判官の倫理については， これまで，永年にわたる努力の積み重ねにより，裁

判所内部に良き伝統が確立され，極めて高い職業倫理が保持されてきており， こ

の点に関しては，広く国民から信頼を受けてきたところである。倫理法の制定に

当たっては，裁判官弾劾法を始めとする裁判官固有の倫理保持のための法制度が

確立されているこ.とや，上記の良き伝統に加えて，職務の性質上他の公務員のよ

うな不祥事が生じることが考えにくいこと等の理由から，裁判官は，同法等の適

用の対象外とされた。しかし，倫理法等の規定内容には，倫理法3条や倫理規程

1条のように裁判官が行動する際にも当然に念頭においておくべき倫理原則及び

倫理行動基準や，倫理規則2条1号，同条3号，同条4号及び倫理規程2条3項

の利害関係者に関する諸規定並びに同規程3条， 4条1項及び5条ないし9条の

規定のように裁判官の倫理保持のための具体的行動基準としてもふさわしく，尊

重すべき性質のものが含まれている。国家公務員全体に対して厳正な服務規律の

保持を求める国民の意識や倫理法等の適用を受ける検察官等一般職の国家公務員

とのバランスを考えると，裁判官においても，倫理法，倫理規程及び倫理規則の

上記各規定の趣旨・内容を尊重して行動することが望ましいのではないかと思わ

れる。そして， このような姿勢を申し合せることによって，裁判官の職務の公正

に対する国民の信頼をより一層確たるものにすることができると考えられる。

○

、
ノ
ー
一く
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高裁長官の申合せというものの性質上,倫理法･倫理規程が定めるもののうち,，

倫理法6条ないし8条に規定される贈与等の報告については,本申合せの対象外

とした。また，倫理規程8条に規定される倫理監督官への届出及び同規程9条1

項に規定される倫理監督官の承認に係る事項については，裁判官の独立性にかん

がみ,裁判官について倫理監督官制度を設けず,個々の裁判官の自律的判断に委

ねることが相当であると考えられる。

なお，確立された裁判官の職業倫理に照らして従来から相当でないと考えられ

ている行為が,本申合せの対象とした倫理規程の禁止行為に該当しないという理

由で許容されることになるものでないことは言うまでもない｡.また，本申合せの

趣旨に照らせば，本申合せで尊重すべきものとした倫理規範に触れる行為をした

場合に注意等の対象とされるか否かは， これまでと同様に，当該行為の性質等を

○

考慮し，裁判官倫理に照らして判断されるべきものである。

○
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句

【

I

参 考

ここに示す解釈及び具体的事例は，倫理法等に関する人事院の解釈や， これまで

各庁から照会のあった事例に対する検討結果等に基づき，最高裁人事局において参

考のために取りまとめたものである（平成28年12月21日更新版） 。

1 利害関係者

個々の裁判官の担当する職務に照らして，倫理規則2条1号，同条3号，同条

4号及び倫理規程2条3項所定の者に相当する者をいう。

（1）倫理規則2条1号（事件当事者）関係

自己の担当する事件の当事者,'その代理人,被告人，その弁護人や起訴検事，

公判立会検事は利害関係者に当たる。利害関係者についての倫理規則の規定は

限定列挙であるから，例えば，決裁官たる検事正等のように当事者等に対して

監督的立場にある者であっても，利害関係者には当たらない。

その他本号所定の事件に関する事務との関係での利害関係者該当性について

は別紙1のとおり。

該当者が本号の利害関係者である期間は，事件係属の時から事件の確定又は

上訴による移審等により，事件を担当する可能性がなくなる時までである。

なお，事件の当事者となろうとしていることが明らかである者も利害関係者

に当たる。これは，現在事件の当事者となっていないが，通常の注意力をもっ

てすれば,将来事件の当事者となろうとしていることが明らかな者をいう。 「当

事者」になろうとする者のみが問題となり，弁護人等になろうとする者は該当

しない。

(2)倫理規則2条3号（裁判以外の不利益処分の名あて人）及び倫理規則2条4

号（契約締結者）関係

これら各号は，司法行政事務に従事する裁判官（地家裁所長等）について問

題となる。

○

○
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3号関係の具体例としては，国家公務員法等による懲戒処分や国有財産法1

8条3項による使用許可の取消処分が, 4号関係の具体例としては，物品納入

契約，役務調達契約及び工事請負契約がある。

、 これら処分又は契約に関する事務に携わる裁判官にとって，処分の名あて人

や契約の相手方は利害関係者となる。

(3)｡ .倫理規程2条3項（影響力の行使）関係

他の職員又は裁判官の利害関係者が， これらの者に対する当該裁判官の官職

に基づく影響力を行使.させることにより自らの利益を図るために，当該裁判官

と接触していることが明らかな場合，右の者は同裁判官にとっても利害関係者

に当たる。

例えば，事件の当事者が，部総括の裁判官としての影響力を当該部所属の事

件担当書記官に行使させることで，同書記官から有利な取扱いを受けるために

同裁判官と接触していることが明らかな場合は，右の当事者は同裁判官にとっ

て利害関係者となる。

・ 本項の場合，利害関係者の上記目的が明らかであればよく，当該裁判官の官

職が職員等に対する影響力を行使し得る権限を有しているか否かは関係ない。 ．

（4） その他

以下の各団体については，当該団体自体が(1)ないし(3)のいずれかの要件を充

・ 足する場合には利害関係者となるが, ､それ以外の場合は利害関係者に当たらな

い（当該団体構成員の一部が利害関係者であるときは，構成員個々に対する関

係でのみ考えればよい。 ） 。

日本弁護士連合会及び各単位弁護士会， 日本司法書士会連合会及び各単位司

法書士会， （財）法曹会， （財）司法協会， 日本裁判所書記官協議会，全国家

庭裁判所調査官研究協議会， （財） 日本調停協会連合会及び各調停協会等

2利害関係者との間で禁止される行為等

利害関係者との間で禁止される行為，禁止行為の例外，留意点については，別

紙2のとおり

I

○

○

116



利害関係者との間で問題となり得る行為

(1)飲食を伴う会合について

●利害関係者から供応接待を受けることは原則としてしてはならない(龍雛3条

噸6"M)。

『供応」 とは酒食によるもてなしのこと。 「接待」は酒食以外の方法による

もてなしのこと。

●職務として出席した会議において，利害関係者から茶菓又は簡素な飲食物

の提供を受けること，若しくは，多数の者(20繼剛上)が出席する立食パーティ

ーにおいて，利害関係者から飲食物の提供を受けることは，倫理規程に触れ

ることはない(同雛3弗噸5号細し7診勵。

●利害関係者であっても，私的な関係（裁判官としての身分にかかわらない

関係）がある場合には，職務上の利害関係の状況，私的な関係の経緯及び現

在の状況並びにその行おうとする行為の態様等により，公正な職務の執行に

対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り，当該

利害関係者から供応接待を受けることができる(同雛4条1鯵:)。

●自己の飲食に要する費用について自分で費用を負担するか，又は利害関係

者以外の第三者が費用を負担するのであれば,‘利害関係者と共に飲食するこ

とは，原則として問題ない桐鵬8雑照)。しかし，倫理規程上問題がない場合で

あっても，事件関係者との飲食については，裁判官倫理上おのずから別論と

されるであろう。 ・ ・

●地家裁所長や高裁事務局長が，調停運営協議会等の懇親会に招待されて会

合に参加する場合には，同会等の構成員に利害関係者が含まれていても，会

合の趣旨・目的に照らし，許容されることが多いであろう。

2）講演・執筆等について(2)講演・執筆等について

3

○

○

●利害関係者からの講演・執筆等の依頼については，公正な職務の執行に対

する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することとなる(髄

雛9条1輪、。
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この判断に際しては，利害関係者の性格（公的団体か否か等） ・利害関係

の原因となる事件の性格・依頼がなされた経緯（事件についての便宜供与等

を期待したものと見られる事情があるか否か等） ・依頼内容（一般的な知識

の提供や研修的性格なものか否か等）等を考慮することになるが，利害関係

者からの依頼は原則的には断ることが望ましいであろう。

なお， この場合の報酬については,. ､講演の場合1時間あたり2万円程度，

執筆の場合400字あたり4000円程度を超えないことが基準とされてい

る(鴎2項'lll.4.6A"A6輪理驍龍静M)。

4その他

（1）監修料

補助金や国が支出する費用で作成される書籍等及び当該職員の属する国の機

関が過半数を買い入れる書籍等については，その監修や編さんを行ったことに

対する報酬を受けることはできない(同耀6紫鋤。

（2）倫理の保持を阻害する行為の禁止

●他の職員が倫理規程違反の行為によって得た財産上の利益であることを知

りながら，その利益を受け取ったり，享受することはできない(聯篠'卿)。

●倫理法等に違反する疑いのある事実について，虚偽の申述をしたり，隠ぺ

いすることはできない(同雛7欝2"M)。

●部下職員の倫理法等に違反する疑いのある事実を黙認してはいけない(同鯛

弗3嚇關)。

○

○

以上に掲げられた倫理法，倫理規程，倫理規則及び通達の参照条文のほか，平成

12年4月6日付人能A第6号倫理監督官通達雛鉦:軸28年12月21H) ,同日付人能A

7号人事局長通達(雛鉦:"17f4ilH)の各参照条文該当箇所を参考にされたい。 ．

略語：倫理法＝国家公務員倫理法・倫理規程＝国家公務員倫理規程・倫理規則＝裁

判所職員倫理規則
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別紙1 、

利害関係者該当性(倫理規則2条1号関係)一覧表

○

○

119

事件類型 事件関係人 該当性 該当性判断にあたって特に考慮された要素

全事件共通 事件当事者傾告･被告･申立
人･相手方･被告人･被疑者。
検察官等）

代理人。

鑑定人･通訳人．

証人

閲覧謄写申舗人

○

○

×

×

×

裁判所が職権で解任し得るとする明文の規定がない(解釈上は可能）

砿厘畢1千 極塵~日嗣ノ池

破産債権者･財団債権者

○

○

明文上裁判所の監督権がある

手続上の権利を行使する者である ．

執行事件

●

e

所有者

評価人
、

催告に応じて届出をした債権．
者．買受申出人。買受人

第三債務者

○

×

○

○

事件の当事者である

評価人を辞めさせるのは民執法20条で準用される民訴法120条所定
の命令の取消によるもので,職権解任ではない

手続上の梅利を行使する者である

『
ロ
■
ご
『 辨の当事者である

会社更生事件 更生債権者･担保権者

株主

舩
窪

監督委員･鯛査

○

△

○

手疵上の硬利をｲ荊更する省である

評決権等行使の場合は手続上の権利を行使する者である

明文上裁判所の監督栂がある

執行官事務

6●

諦
創
官補助者(技術者･事務 ×

刑事事件
●

被害者

押送担当職員
■

巳

保謹観察官

△

×

×

公判手続に参加するときは事件の当事者

家事事件 不在者財産管理人･相続財産
管理人･後見人･保佐人･後見
監督人･保佐監督人･補助監
督人

特別代理人･臨
時補助人

時保佐人･臨

市役所職員･児童相談所職員

○

■

×

△

閉又で裁判所がI騨砿で解仕できるとしていわ

●合

裁判所が職権で解任し得るとする明文の規定がない(解釈上は可能）

事件の申立人となるときは事件の当事者．

少年事件 附添人

送致した検察官等

少年鑑別所職員･保護観察
官・保護司･補導委詑先関係
者

少年院職員

○

×

×

△

■ 色

収容継続申立事件のときは事件の当事者

被害者 ． △． 審判手続に参加するときは事件の当事者



別紙2

利害関係者との間で禁止される行為等

(冒

C

！

120

禁止行為
(倫理規程第3条第1項）

禁止行為の例外(倫理規程第3条第2項） 留意点

際1罰
利害関係者から金銭，物品又

は不動産の贈与(せん別,祝儀 ，

香典又は供花その他これらに類
するものとしてされるものを含
むb )を受けること。

(第1号）
利害関係者から宣伝用物品又は配念品であつ
て広く一般に配布するためのものの贈与を受け
ること 0

(第2号）
多数の者が出席する立食パーティーにおい
て,利害関係者から肥念品の贈与を受けること。

･職員の親族の葬式に際し，香典を持参した者が職
､員の利害関係者である場合には,他の親族との関
係で香典を持参したものと考えられる場合を除
き，職員が喪主であるか否かに関わらず，職員あ
ての贈与が利害関係者からなされたものとして取
り扱われる。
･葬式の際に受付の者が職員の利害関係者に咳当す
るかどうかを判断することは不可能であるため利

,害関係者からの香典を受け取った錫合について
は，葬式後，他の親族と．の関係で香典を持参した
ものと判明した場合を除き，速やかに利害関係者
に返却すれば，金銭の贈与には咳当しないものと
して取り扱われる。

。 「宣伝用物品又は配念品であって広く一般に配布
するためのもの」としては，カレンダー，手帳，
手拭い等が咳当する。

｝ 陳2号）
利害関係者から金銭の貸付け
を受けること。

･金融機関が利害関係者に該当する場合，－顧客と
して貸付けを受けることは許される。
･利害関係者である金融機関から貸付けを受ける場
合でも，無利子又は利率が著しく低く設定される
場合には，財産上の利益を受けることとなり，禁
止される。

畷3号）
利害関係者から又は利害関係
者の負担により，無償で物品又
は不動産の貸付けを受けるこ
と ｡ ｡

今 g

．(第3号）
職務として利害関係者を訪問した際に，当該
利害関係者から提供される物品を使用するこ
と。 『

。 「利害関係者の負担により」とは，受用負担は利
害関係者であるが，実際には第三者が貸付けをす
ることをいう。
･禁止行為の例外
職員が訪問の目的を達成する上でやむを得ず必
要となるものに限定されており，例えば，裁判所
との連緒のための趣話やFAXを使用することが
該当する。

(第4号〉 、
利害関係者から文は利害関係
者の負担により，無償で役務の
提供を受けること9

(第4号）
職務として利害関係者を訪問した際に，当該
利害関係者から提供される自動車（当咳利害関
係者がその業務等において日常的に利用してい
るものに限る。 ）を利用すること。

C G

。 「役務の提供」とは，広くサービスを提供するこ
とであり，例えば，ハイヤーを回してもらって，
移動の便宜を受けることなどが該当する。

。 「自動車の利用」は，山間地域の交通不便地に赴
く場合等，当該利害関係者の事務所等の周囲の交
通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当
と鰐められる場合に限られる。

(第5号） ．
利害関係者から未公開株式を
該り受けること。 ．

(第6号）
利害関係者から供応接待を受
けること。

(第5号）
職務として出席した会雛その他の会合におい
て，利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(第6号）

● ●

多数の者が出席する立食パーティーにおい
て,利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(第7号）
職務として出席した会織において，利害関係
者から簡素な飲食物の提供を受けること。

。 「供応」とは，酒食をもってもてなすこと， 『接
待」とは，酒食以外の方法により他人をもてなす
ことをいう。

･湯茶，茶菓の提供は接待に該当する。
･弁護士会等との協礒会において，職員が担当して
いる事件の代理人が含まれていたとしても，一緒
に飲食することができる。ただし， 自己の飲食に
要する巽用が1万円を超えるときは，あらかじめ，
鐙璽鴎揺官等に届け出なければならない。

(第7号）
利害関係者と共に遊技又はゴ
ルフをすること 、

。 『遊技」とは，麻雀，パチンコ等，風俗営業法2
条1項7号及び8号に規定する「遊技」をいう。

(第8号）
利害関係者と共に旅行（公務
のための旅行を除く。 ）をする

こと。
●

(第9号）
利害関係者をして，第三者に対
し前各号に掲げる行為をさせる
こと 。
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（裁判官以外の裁判所職員の官職等）

裁判官以外の裁判所職員の主な官職には，次のものがある。

1 裁判所書記官

最高裁から簡裁まで， どの裁判所にも配置されて．おり，裁判所書記官が立ち会

わなければ法廷を開くことはできない。その職務は，弁論等に立ち会い，調書を

作成したり，裁判記録を保管することのほか，争点の整理を踏まえて書面や証拠

の提出を促す等の訴訟進行管理を行うことがその主たるものである。

裁判所書記官になるためには，裁判所職員総合研修所入所試験に合格した上，

その研修課程を修了するか，裁判所書記官任用試験に合格することが必要であ

○ る。

2 裁判所事務官

各裁判所に配置され， 司法行政上の各種事務や裁判所書記官の事務補助を担当

する。裁判所事務官は，原則として，裁判所職員採用総合職試験（裁判所事務官）

・同一般職試験（裁判所事務官）のような正規の採用試験に合格して名簿に登載

された者の中から採用される。

3 裁判所速記官

，各地方裁判所に配置され，裁判官の命令に従って法廷に立ち会い，証人等の供

述を速記する事務を担当する。

なお，速記官の新規の養成は，平成10年4月以降停止された。

○

4 家庭裁判所調査官（補）

各家庭裁判所及び各高等裁判所に配置され，家事事件や少年事件の審判等に必．

要な調査事務を担当する。

家庭裁判所調査官になるためには，裁判所職員採用総合職試験（家庭裁判所調

査官補）に合格して採用され，裁判所職員総合研修所に入所し，その研修課程を

修了することが必要である。

5 裁判所調査官
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(1) 最高裁の裁判所調査官

・下級裁判所の裁判官等が任命され，最高裁判所の裁判官の命を受けて，上告

事件等を解決するのに参考となる判例，学説等の調査事務を担当する。

(2) 高，地裁の裁判所調査官

一部の高，地裁にも配置されており，知的財産等に関する専門知織を有する

・者が任命され，知的財産に関する争訟等について調査事務を担当する。

6 裁判所技官

各裁判所に配置されており,. ･営繕技官， 医師，看護師等がいる。

○

7 秘書官

最高裁判所長官秘書官,･最高裁判所判事秘書官，高等裁判所長官秘書官があり，

それぞれの秘書事務に従事する。

8 その他

研修所教官，法廷警備員のほか，電話交換手， 自動車運転手，守衛，庁務員等
0

がいる。

9 執行官

各地方裁判所に配置され，民事執行関係の事務を担当するが，事件の当事者か

ら手数料を受ける等，他の裁判所職員とは異なる面がある。

○

(国家公務員法との関係）

国家公務員法は，国家公務員の職を一般職と特別職に分け，裁判所については，

裁判官も裁判官以外の裁判所職員も特別職とし,同法の適用の対象とはしていな

い。これは，司法権の独立確保の観点から，裁判官以外の裁判所職員についても

その人事行政権を一般の行政権から独立させておくものである。 しかし，裁判官′

以外の裁判所職員について，その組織，職員制度が「裁判」 という目的に奉仕.し

なければならないという点を除いては他の行政省庁の一般職の職員と異なる取り

扱いをする必要はなく，他に特別の定めがなければ， 国家公務員法や一般職の職
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員の給与に関する法律（以下「給与法」 と,い･う。 ）等が準用される。

上述した職員制度について，給与法の規定する俸給表の適用という観点から分

類すると，行政職俸給表（一）準用職員としてば裁判所書記官，裁判所事務官，

裁判所速記官，家庭裁判所調査官等があり，行政職俸給表（二）準用職員として

は電話交換手， 自動車運転手，守衛，庁務員等がある。 この外， 医療職俸給表準
0 ●

用職員としては，裁判所技官（医師） ，裁判所技官（看護師）が．ある。

、

（昇進経路）

裁判官以外の裁判所職員の昇進経路は，次に示すとおりであり，その職務内容

に応じた系統別昇進ルートが設定されている。裁判所においては，裁判部，事務

局双方の職務を経験した幅の広い知識，見識を有する人材を育てていくことが組

織の能率的な運営上望ましいことから，昇進は裁判部と事務局相互間でも行われ

る。

〔地・家裁における職種別昇進経路〕

1 書記職（裁判所書記官）

首席書記官 ← 次席書記官 ← 主任書記官 ← 書記官 ．

．[総括主任書記官］ ［訟廷（副） ‘管理官］ ［訟廷係長等］

［裁判員調整官］

2 速記職（裁判所速記官）

速記（副）管理官 ← 主任速記官 ← 速記官

3 調査職（家庭裁判所調査官)・

首席家裁調査官←次席家裁調査官←主任家裁調査官←家裁調査官←家裁調査官補

［総括主任家裁調査官］

4 事務職（裁判所事務官）

事務局長←事務局次長←課長←課長補佐←係長，主任（調査員）←事務官

［専門官］ ， ［専門職］

○

○

(服務）

服務の根本基準・法令及び.上司の命令に従う義務・争蟻行為等の禁止・信用失

墜行為の禁止・秘密を守る義務・職務に専念する義務・政治的行為の制限・私企

1
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業からの隔離・他の事業又は事務の関与制限等

8

懲戒（ ） 0

免職・停職・減給・戒告
■
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
１
Ｉ
Ｔ
Ｉ
０
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｂ
喝
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
４
１
ｌ
ｌ
‐
Ｉ
‐
Ｐ
ｂ
‐
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

(注意）

第条・下級裁判所事務処理規則 21条裁判所法第 80

I

l
l
l

l
G

ﾔ

I

l
I
l

l

l

l
l

l
I

l
l
0

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

○

○

I
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裁判官以外の裁判所職員(執行官を除く｡)の定員(平成29年度）

○ 0

℃

~

○
』
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官職名等 定員（人）

書 記 宮 9.834

速 記 官 215■

家庭裁判所調査官 1,596

事 務 官 90334

そ の 他 904

計 21,883



6

〕

行政職俸給表Hの級別標準的職務区分表

(平26.5.30施行）

○

(注）表中の（ ）は欲の用例による。

（特高)…･･･特に高度の知餓又は径験を必要とする

陥困)･･･…相当困鮭な業務を分拳する

（困）”･…困難な業務を分拳又は所拳する

(特困)……特に困難な業務を分掌又は所掌する

(重） ．．…･重要な業務を所掌する

(特重)……特に重要な業務を所掌する

(特定)……特定の分野についての特に高度の専門的な知

職又は経験を必要とする

○

備考

1 この表において「本省」とは，府，省又は外局として置かれる庁の内部部局をいう。

2 この表において「管区機関」 とは，数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支

分部局をいう。

3 ノこの表において『府県単位機関」とは’ 1府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機
関をいう。

4 この表において「地方出先機関」とは， 1府県の一部の地域を管轄区域とする相当の規模を有

する機関をいう。

5 この表において「室」とは，課に置かれる相当の規模を有する室をいう。
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1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級

本 省

係 員 主 任

係 貝

(特高）

係 長

主任(困）

専門官

(特定）

係 長

(困）

畷長補佐 課長補佐

(困〉

室 長 室 長

(困）

課 長

(重）

課 長

(特重）

管区機関

係 員 主 任

係 員

(特高）

係 長

主任(困）

専門官

(特定）

腺長補佐

係 長

(困）

腺長補佐

(困）

課 長 課 長

(特困）

部 長

(重）

機関の長

部 長

(特重）

機関の長

(重）

府県単位
機 関

係 員 主 任

係 員

(特高）

係 長

主任(因）

専門官

(特定）

係 長

(特困）

課 長 課 長

(困）

機関の長 機関の長

(困〉

地方出先
機 関

係 員 主 任

係 員

(特高）

係 長

(相困）

主任(困）

専門官

(特定）

課 長 機関の長

課 長

(困）

槻関の長

(困）
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職員
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、麓
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俸給月額

I

2級

俸給月額

3飯

俸給月額

4級

俸給月額

5級

俸給月額
●

6級
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8級．

俸給月額

9級

俸給月額

10級

俸給月額
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９
９
９
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
４

２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

467,20［

467,60［

467,90（
‐可

468,20[

rタ

I
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Ｌ
ｔ
ｔ
ｆ

Ｕ
Ｏ
Ｏ
ｎ

Ｕ
Ｆ
ａ
ｑ
》
日

肌
Ⅲ
Ⅸ
剛

勺
哩
■
口
凹
■
『
ロ
タ
ョ
■
定
□

目39U肌

93,40C

93,70C

948100

940200

94,釦0

940800

950200

95,400

95,700

960100

960500

960700

978000

970400

97,700

97,900

98,200

98,600

98,900

99,100

99,500

99,900

00,200

00,300

00,600

m,900

01,300

01D600

01,700

02,000

02,300

020700

020900

D3,200

m乳5，0

生UgaUL

40,70t

41,20C

41,60C

41,80C

42,200

42,700

43,100

430200

盤0700

“0100

鍵,400

",700

銅,100

45,500

鐙,900

46,400

妬,800

",200

47,600

48,1伽

48,500

甥,800

個_100

11 崎1l lI ﾖﾖﾖz－h1Ⅱ

”
伽
、
哩
鯛
鯛
随
脈
伽
卵
鯛
Ⅷ

○

ユHhl】Ⅱ

○

備考〈一） この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に
規定する職員を除く。

（二） 2級の，号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定め
るものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、 183,700円とする。
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